
辛津市、ユ今館大学およびパナソニック株式会社との

ウェルビーイングの向上と地域の活性化に関する協定書

辛津市 (以下「甲」という。)、 ユ命館大学 (以下「色」という。)お よびパナソニック泳式会

、社 (以下「丙」という。)は、ニオが協力しウェルビーイングの向上と地玖の活性化を図るた
め、以下のとおり協定を締結する (以下「本協定書」という)。

(目 的)

第 1余 ネ協定書は、甲、とおよび尚のニオが色括的な建携のもと、それぞれが有する、人的・
物的 。女口的今源を有効に活用 して協力することにより、ウェルビーイングの向上と地政の活性

化に寄与することを目的とする。

(協力事項)

第2余 甲、とおよび丙のニオは、次の事項について協力する。
(1)と 学佼民建携の準走によるウェルビーイングの向上に関する事項

(2)ア ーバンデザインによる地玖の活性化に関する事項

(3)そ の他甲、とおよび凸のニオが協義して熟妥と穂める事項

2 前項各‐子に定める事項を効糸的に粋整するための具体的な内容および協力の方法等につい
て、協義の上、

"ll途

党吉において定めることができる。         ・

(期間)

第 3余 ネ協定書の有効期間は、本協定書締結の日から1年間とする。ただし、本協定書の有効
期間満了の日の lヶ 月前までに、甲、とおよび丙のいずれからも吉衝による,史定の申し入れが

ないときは、さらに 1年間え新するものとし、その後も同様とする。

(そ の他)

第4余 ネ協定書に定めのない事項またはネ協定書に関して災義が生じたときは、マ、とおよび
凸において協議の上、これを定めるものとする。

泳上、本協定書の館結の紅として本吉 3通を作成 し、署名捺
'Pの
うえ、おのおの 1通を保有す

る。
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